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Ⅰ．はじめに 
 

 津山市では、昭和 42 年に国の「留守家庭児童会育成事業」を受け、教育委

員会が南小学校に留守家庭学級「こばと児童クラブ」を開設、さらに昭和 46

年に東小学校に「ひまわり児童クラブ」を開設、留守家庭児童の健全育成事業

が始まりました。 

 平成 6 年には教育委員会から福祉部局に事業を移管、その後急速に放課後児

童クラブ（以下「児童クラブ」という。）の開設が進みました。平成 13 年 3 月

に策定した「つやまし新エンゼルプラン（平成 13 年度～平成 17 年度）」では、

すべての小学校区に対応した児童クラブの開設を目標にかかげ、平成１７年 4

月現在、旧津山市地域では 19 小学校区中 17 小学校区に開設するに至ってい

ます。（他に、全市対応の施設 1 箇所開設。合併町村地域に 3 箇所開設。） 

 この間、津山市では、運営については保護者や地域の方々による運営委員会

または社会福祉法人に運営委託を行う方法で実施してきました。また、設置場

所についても原則として設置者が場所を確保する方法で実施してきました。関

係者の努力により児童クラブの数は急速に増加し、保護者の要望に一定程度応

えることができています。反面、急速な増加の中で各児童クラブ間の施設や運

営面での格差やクラブの大規模化、指導員不足や恒常的な労働過多などの様々

な問題が生まれてきています。 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は児童福祉法の改正により平

成 10 年に第 2 種社会福祉事業として位置付けられました。しかし、学校、幼

稚園、保育所及びその他児童福祉施設と異なり、施設や職員などの基準が明確

ではありません。国、県に対して設置・運営基準の明確化やそれに基づく財政

措置について要望をしているところですが、児童の安全な生活環境を確保する

ためには、設置基準・運営基準を設けていくことが早急に求められています。 

今回、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の充実に向けて津山市

としての設置、運営の指針を定めるとともに、様々な主体が協力・連携しなが

ら放課後児童の健全育成を進めるため、行政内部の連携と役割、行政と保護者・

地域の方々との連携と役割について定めるものです。 
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Ⅱ．放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の充実に向けた基本的な姿勢 

 

１）希望するすべての児童を受け入れる取組みを 

 津山市の児童クラブは、保護者や地域の方々による運営委員会方式を基本と

し、これを補完するものとして社会福祉法人への委託の２本立ての仕組みで実

施してきました。今後も、この方式を堅持しながら、希望するすべての放課後

児童を受け入れる取組みを進めます。 

  

２）「福祉」と「教育」の連携による推進 

 児童クラブを「遊びと生活の場」とともに、「地域の教育力を生かした社会教

育の場」と位置付け、「福祉」と「教育」の連携により取り組みを進めます。 

 

３）関係者の協働による運営 

 児童クラブは、津山市、児童クラブの運営主体（運営委員会または法人）、児

童クラブ指導員、保護者、津山市児童クラブ連絡協議会※のそれぞれが役割と責

任を果たしながら、十分な連携のもとに運営します。 

 

※津山市児童クラブ連絡協議会 

 津山市が運営委託を行っている児童クラブの会員による連絡協議会。各児童クラブの代表による理事会、

各児童クラブの指導員による指導員会を構成し、児童クラブ間の交流、研修などを通じて児童クラブの育

成と活動の充実を図っている。事務局は、津山市社会福祉事務所児童福祉係。 

 

Ⅲ．児童クラブの開設目標 

 

平成 13 年 3 月に策定した「つやまし新エンゼルプラン（平成 13 年度～平

成 17 年度）」では、すべての小学校区に対応した児童クラブの開設を目標にか

かげ整備を図ってきました。平成 16 年 3 月に策定した「津山市子育て支援行

動計画（平成 17 年度～平成 21 年度）」でも、この目標を堅持し、旧津山市に

ついては、未設置学区への開設を進めることとしています。合併町村地域につ

いては、地域の要望に基づき開設を進めることとしています。近年、入所児童

数の増加によりクラブの大規模化が問題となっています。大規模クラブについ

ては適正規模での運営が行えるよう条件によっては児童クラブの分割を行いま

す。 

 

・児童クラブ開設目標：27 箇所 

（津山市子育て支援行動計画：平成 21 年度目標） 
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Ⅳ．児童クラブ設置指針 

 

１．設置指針 

 

１）開設指針 

児童クラブは、児童数が「5 人以上」であれば、新設できることとします。 

各小学校区に１児童クラブを原則としますが、クラブの大規模化などが進ん

でいる場合などは、複数の児童クラブの設置を進めます。 

法人が設置する場合、他の運営委員会方式のクラブと競合しないように調整

を図ります。（調整の基準は５）を参照。） 

 

２）受入れ対象児童 

 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校 1 年生から 3 年生までの児童

の内、希望する児童を対象とします。ただし、６年生までの児童についても状

況に応じて受入れることができるものとします。 

 

３）運営主体 

 児童クラブの運営は、保護者や地域の方々による運営委員会（以下「運営委

員会」という。）または社会福祉法人、財団法人、NPＯ法人などの非営利団体

（以下「法人」という。）に運営を委託する方法で実施します。 

 

４）開設場所 

運営委員会へ委託する場合、小学校の余裕教室、公共施設の利用が考えられ

るが、それらの場所が確保できない場合は、津山市が小学校の敷地内にプレハ

ブ教室を設置するものとします。その場所が確保できない場合は、民間施設を

運営委員会が借り上げ、家賃分を津山市からの運営委託料に加算することとし

ます。 

ただし、法人が設置する場合は法人において場所を確保するものとします。 

  

５）法人が設置する場合の条件 

 法人が設置する場合、津山市が運営委託する条件は次のいずれかとします。 

 ①設置対象学区に児童クラブがない場合 

 ②設置場所周辺の児童クラブが大規模化している場合 

③設置児童クラブが全市対象を原則とし、長時間預かりや障害児預かり、送

迎などの特徴を有していること 
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２．規模・定員について 

 

１）児童 1 人当りの基準面積 

 児童クラブの基準面積は、児童 1 人当り 1.65 ㎡が確保できる面積とします。

基準が満たされない場合は施設の規模に応じた定員を設け、入会者の制限を行

います。 

 

２）基準クラス規模 

 児童クラブの 1 クラスの適正規模は 40 人以下とします。大規模化した児童

クラブは条件によってはクラブの分割を進めます。 

 

３）定員 

 児童クラブの定員は、施設の広さに応じて定め、児童 1 人当りの基準面積を

確保できる人数としますが、地域及びクラブごとの実情に応じ弾力的に対応し

ます。 

 

３．施設・設備について 

 

１）児童クラブに必要な施設について 

①児童クラブの施設には、クラブ室、台所、トイレ、洗面所、倉庫などを設

けることとします。 

②クラブ室は設備部分を除いて児童 1 人あたり 1.65 ㎡の広さを確保するこ

ととします。クラブ室には生活スペース、静養スペース、事務スペースを

設けます。クラブ室は十分な採光、通風が得られるようにします。 

 

２）児童クラブに必要な設備・備品について 

 ①クラブ室の床は、フローリング又は畳敷きとし、座卓（机）、ロッカー、図

書を備えます。 

 ②静養スペースは児童が休憩できる用具を備えます。 

 ③事務スペースは指導員ロッカー、事務机、書棚、コピー機、電話・ＦＡＸ

を備えます。 

 ④台所は、お茶、おやつを提供できるものとし、冷蔵庫、食器棚や食器を備

えます。 

 ⑤トイレは、複数便器を備えます。 

 ⑥非常時に備えて、非常警報設備、消火設備を備えます。また、笛、防犯ブ

ザーなどの防犯用具を常備します。 
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３）設備・備品の整備の原則 

 児童クラブの施設内の設備・備品は、運営委員会において確保します。また、

日常的な光熱水費については原則、運営委員会の負担とします。 

ただし、津山市がプレハブ教室を設置する場合、給排水やガス、電気などの

配管・配線工事、床のフローリング、水道栓、照明、コンセント、換気扇など

施設に付随した設備の整備は津山市において行います。 
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Ⅴ．児童クラブ運営指針 

 

１．開設日・保育時間について 

 

１）開設日 

 学校課業日および春・夏・冬休み、土曜日等の学校休業日（日曜・祝日・年

末年始を除く）で、年間を通して開設するよう努めます。 

 重大な災害や感染症が発生したときは、原則として休みとします。 

 

２）保育時間 

 学校課業日は、原則として下校時から午後６時までとします。学校休業日は、

原則として午前 8 時 30 分から午後 6 時までとします。なお、地域及びクラブ

ごとの実情に応じ時間の延長、短縮を行うものとします。 

 

 

２．指導員について 

 

１）指導員の配置指針 

 児童クラブの指導員の配置は、最低基準として児童 35 人までは 1 人以上、

36 人から 70 人までは２人以上、７１人からは３人以上とします。指導員は正

規指導員とし、他に必要に応じ指導員補助を配置することとします。 

なお、障害児が入会する場合は指導員または指導員補助の加配を行います。 

 

 

２）指導員の資格 

 指導員は、保育士、児童厚生員など母子指導員の資格を有する者。または学

校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校もしくは幼稚園の教諭とな

る資格を有する者とします。 

 

３）指導員の職務 

 指導員は児童に適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成を図るために、次

の業務を行います。 

 ①児童の保育（外遊び、室内遊びなど） 

 ②職員会議 

 ③出席欠席簿や保育日誌の記録作成 

 ④月 1 回以上のおたよりの発行と連絡帳などの記載 
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 ⑤年間・月間計画、勤務予定表の作成 

 ⑥計画に基づいて行った保育のまとめ 

 ⑦おやつの準備（手づくりおやつなど） 

 ⑧諸経費（消耗品、給食材料費など）の管理 

 ⑨運営委員会、保護者会での保育報告や相談 

 ⑩学校や家庭への必要に応じた連絡 

 ⑪施設、設備、備品の日常的管理と環境整備 

 ⑫児童の生活を豊かにするための遊びや活動の研究 

 ⑬学習会、研修会への参加 

 ⑭地域、行政との連絡調整 

 ⑮指導員として知り得た情報の守秘義務 

 

４）指導員の研修 

 指導員の資質向上を図るため、津山市児童クラブ連絡協議会指導委員会にお

いて各種研修を実施します。各児童クラブにおいては研修への参加の機会を保

障します。指導員は積極的に研修に参加します。 

 

５）新規指導員の研修 

 新規の指導員については、新規指導員研修を受けることとします。新規指導

員研修は、講義および既存の児童クラブでの実習とし、研修期間中は、津山市

において該当児童クラブに代替指導員を派遣、対応します。 

 

６）指導員の身分・待遇・健康管理 

 指導員には、円滑に職務が遂行できるような身分および待遇が保障されるこ

ととします。また、指導員の健康管理のために健康診断を実施します。 

指導員の給与額は「Ⅴ-６．児童クラブモデル予算」を参考に児童クラブごと

に設定します。 

 

７）代替指導員の派遣 

 指導員が病気、用務などで休暇を取得する場合、津山市が代替指導員を派遣

します。その場合、小規模児童クラブを優先とします。 
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３．保育内容 

 

 児童クラブの保育内容は以下のとおりとします。ただし、保育内容は指導員

が保護者の協力を得ながら、地域や児童の実態を踏まえて創意ある実践ができ

るようにします。 

①子どもの安全、健康、衛生の確保 

②子どもの安定した生活の保障 

③遊びやその他の活動、行事を通じた豊かな生活の確保 

④おやつを提供すること 

⑤施設外保育に努めること 

⑥外出、地域との交流に努めること 

 

 

４．防災・防犯、事故等への対応 

 

１）防災対策 

児童クラブの代表者（運営委託の受託者）は、防火管理者を定めます。防火

管理者は消火器等の消防設備の点検、避難経路の確認、避難訓練などを計画的

に実施します。 

消防法に定める防火対象物に該当する場合は、防火管理者は消防計画を策定

し、計画に基づく防火対策を実施します。 

 

２）防犯対策 

児童クラブの代表者（運営委託の受託者）は、不審者の侵入時の対応などに

対する防犯マニュアルを作成し、日頃から児童クラブの指導員や児童に周知徹

底します。また、日ごろから地域の警察との連携を密にします。 

 

３）事故への対応 

児童クラブの代表者（運営委託の受託者）は、事故発生時の連絡体制や対応

のマニュアルを作成し、日ごろから児童クラブの指導員や児童に周知徹底しま

す。 

 

４）個人情報の保護 

児童クラブの代表者（運営委託の受託者）は、個人情報の管理・保護に注意

し、日ごろから児童クラブの指導員や保護者に周知徹底します。 
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５．保護者負担金について 

 

１）保護者負担金 

 児童クラブは、津山市からの委託料と国・県の補助金、保護者からの負担金

及び寄付金で運営されています。保護者負担金は各児童クラブが自主的に定め、

最大の効果を上げるよう努めるものとします。 

 

２）適正な保護者負担 

現在、運営委員会方式の児童クラブでは平均 5,235 円/月の保護者負担とな

っています。全国的には運営委員会方式では 9,368 円/月（2003 年、全国学

童保育連絡協議会調査）となっており、それに比べると津山市の児童クラブの

保護者負担額は約半額程度となっています。 

児童クラブの安定的な運営を図っていくため、「Ⅴ-６．児童クラブモデル予

算」を参考にしながら適正な保護者負担額を設定します。 
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６．児童クラブのモデル予算 

  

 本設置・運営指針を基に、児童数 15 人の場合、30 人の場合、50 人の場合

の児童クラブのモデル予算を以下のとおり例示します。 

  

・モデルクラブ予算の算定条件 

①開設日数  年間 281 日 

②保 育 料  9,000 円（運営委員会方式の全国平均の 9,368 円を参考） 

③指 導 員  児童数 15 人：正規指導員１人、指導員補助 1 人 

       児童数 30 人：正規指導員１人、指導員補助 2 人 

       児童数 50 人：正規指導員２人、指導員補助 2 人 

④雇用条件  正規指導員：１日６時間、週６日勤務 

       指導員補助：１日３時間、週６日勤務 

⑤給与・手当  正規指導員：1,808,000 円／年間 

指導員補助：800 円／時間（資格ありの場合） 

       通勤手当 ：4,100 円／月（2km 以上 10km 未満） 

 

・収入の部 

（単位：円） 

児  童  数 
費  目 

15 人 30 人 50 人 

委託料 

（国・県基準額） 

（小規模加算分） 

（賠償責任保険分） 

（団体傷害保険分） 

（労働保険分） 

（ﾊﾟｰﾄ雇用加算分） 

委託料計 

1,134,000

207,000

10,000

71,876

30,643

0

1,453,519

1,686,000

0

10,000

135,296

30,643

300,000

2,161,939

2,643,000

0

10,000

224,084

61,286

0

2,938,370

保護者負担金 1,620,000 3,240,000 5,400,000

寄 付 金 1０,000 1０,000 1０,000

そ の 他 ０ 0 0

合 計 3,083,519 5,411,939 8,348,370
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・支出の部 

（単位：円） 

児  童  数 
費  目 

15 人 30 人 50 人 

給料・賃金 

共済費 

保険料 

手当（通勤） 

2,628,800

30,643

81,876

98,400

3,449,600

30,643

145,296

147,600

5,257,600

61,286

234,084

196,800

計 2,839,719 3,773,139 5,749,770

需用費 

消耗品費 

食 料 費 

光熱水費 

燃 料 費 

修 繕 料 

教 材 費 

 

事務用品などの消耗品、運動用具、用紙、図書代、医薬品代など 

会議のお茶代 

電気代、水道料金、都市ガス代 

灯油代、ＬＰガス代 

部屋や器具の修繕代 

クラブ活動教材費、行事材料費 

役務費 

通信運搬費 

手 数 料 

 

電話代、切手、はがきなど 

し尿汲み取り手数料など 

使用料 会場使用料 

備品購入費 1 万円以上の備品 

負担金 津山市放課後児童クラブ連絡協議会負担金、その他 

計 243,800 1,638,800 2,598,600

合 計 3,083,519 5,411,939 8,348,370

※モデル予算の積算内訳の詳しくは別紙資料（P15）参照 

※収入の部の委託料については、平成 17 年度の補助基準額を基に算出 

※障害児が入会する場合は 6８９,000 円が加算される。 

※保護者負担金にはおやつ代は含まれていない。 
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Ⅵ．関係者の役割と協働 

 

１．津山市の責務と役割 

 児童クラブは、働くことと子育てとの両立のために必要な施設です。必要な

地域すべてに児童クラブを設置し、児童の毎日の生活が安定的に保障されるよ

う条件整備に努めることが津山市の責務です。条件整備を図るうえでは、保護

者の意向や要望を大切にします。 

児童クラブの運営は運営委員会や法人（以下「運営委員会等」という。）に委

託して実施しますが、児童クラブの運営が安定的に行えるよう援助、指導を行

います。 

 

２．運営委員会等の責務と役割 

 津山市の委託を受けた運営委員会等は、指導員を雇用し、児童クラブの運営

を行う責務を有します。運営においては保育内容の充実のために、指導員と緊

密に連携を図るとともに、保護者の意見を反映するよう努めます。 

 

３．指導員の責務と役割 

 指導員は児童の安全・健康の確保、安定した生活が保障される保育を実施す

る責務を有します。運営委員会等や保護者と緊密に連携を図りながら保育内容

の充実に努めます。 

 

４．保護者の役割 

 保護者は積極的に児童クラブの運営に参加し、保育の充実に努めます。 

 

５．津山市放課後児童クラブ連絡協議会の役割 

 津山市児童クラブ連絡協議会は、各児童クラブ間の交流や研修を通じ、児童

クラブの育成や児童クラブの活動の充実を図ります。 
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Ⅶ．本指針の取扱いについて 

 

本指針は、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の充実に向けて、

望ましい設置・運営の目標とそれを進めていくための津山市、運営委員会等、

指導員、保護者などの役割を定めたものです。 

現在、それぞれの児童クラブで開設形態、規模が異なっており、基準を満た

すためには様々な困難や児童クラブごとの課題があります。それぞれの主体が

協力・連携しながら年次計画的に本指針の実現を目指し、放課後児童健全育成

を進めるために努力していきます。 
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別紙資料 

 

モデル予算積算内訳 

 

●給料・賃金 

正規指導員 

・学校課業日 

   ＠1,000 円×６Ｈ×220 日＝1,320,000 円 

・夏休みなどの学校休業日（日曜・祝日・年末年始除く） 

    ＠1,000 円×8Ｈ×61 日＝488,000 円 

                          計 1,808,000 円 

指導員補助  

・学校課業日 

＠800 円×３Ｈ×220 日＝528,000 円 

・夏休みなどの学校休業日（日曜・祝日・年末年始除く） 

    ＠800 円×6Ｈ×61 日＝292,800 円 

                          計 820,800 円 

 

 

●労働保険分（共済費）  

雇用保険率 11.5/1000・労働保険率 5.0/1000 → 16.5/1000 

（1,808,000 円＋（4,100 円×12 月））×16.5/1000＝30,643 円 

 

 

●賠償責任保険分・団体傷害保険分（保険料） 

 団体傷害保険分 4,228 円×（児童数＋指導員数） 

   但し指導員数は、児童３6 人未満→2 人 児童３6 人以上→3 人で積算 

 

 

●負担金 

津山市放課後児童クラブ連絡協議会負担金（17 年度参考） 

基本 10,000 円＋（4/1 児童数×600 円） 《新規加入クラブは＋1,000 円》 



 

 

 

第 2 部 資料編 

 

１、放課後児童クラブ設置・運営指針に関する資料（3 資料） 

２、津山市の各種計画での放課後児童クラブの位置づけ（２資料） 

３、クラブを開設するにあたって：指針の第Ⅳ章の１関連（4 資料） 

４、クラブの日々の運営に関すること：指針の第Ⅴ章の２関連（3 資料） 

５、防災・防犯、事故などへの対応について：指針の第Ⅴ章の４関連 

（４資料） 

６、各種規定（3 資料） 

７、平成 19 年度補助単価（２資料） 
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資料１ 設置・運営指針策定までの経過 
 

 

 

 

・平成 17 年 8 月 ：津山市児童クラブ連絡協議会理事会で「指針の考え方」を

市の担当者が説明 

・平成 17 年 8 月 ：社会福祉事務所と教育委員会との協議 

・平成 17 年 8 月 ：市役所内部会議の企画調整会議に社会福祉事務所より「指 

～9 月 針案」を提案、了承 

・平成 17 年 10 月：市役所内部会議の政策会議に「指針案」を提案、了承 

・      同月：津山市児童クラブ連絡協議会拡大理事会で「指針案」を

市の担当者が説明 

・平成 17 年 10 月 

      ～11 月：各クラブからの質問・意見の受付 

・平成 17 年 11 月：津山市児童クラブ連絡協議会理事会にて質問・意見に対

する市の考え方を説明 

・平成 17 年 11 月：市役所内部会議の庁議にて「指針案」を提案、了承 

・平成 17 年 11 月：津山市児童クラブ連絡協議会に指針検討委員会を組織し 

 ～平成 18 年 2 月 検討 

・平成 18 年 4 月 ：津山市児童クラブ連絡協議会の意見を基に「指針案」を

修正。政策会議にて最終決定。 
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○設置・運営指針を策定することの是非、及び全体的な内容について 

・ 設置・運営基準の策定については大いに賛同する。（ひまわり児童クラブ） 

・ 運営委員会委託方式そのものが無理であるとの認識に立つべき。公設民営よりも公設公

営の方が望ましい。指針は公設公営で示すべきである。（河辺児童クラブ） 

・ 設置運営指針を設けることには賛成。しかしこの案は現状追認および保護者負担の大幅

増を求めるものであり、保護者の理解が得られにくい。また、原則をかかげつつ随所に

例外規定がある。（河辺児童クラブ） 

・ 全体的にあいまいな表現が多い（原則、ただし、など）が市としてどこまで規定するの

か？（面積、人数、開設時間、保育料など）（あおぞおら児童クラブ） 

・ あまり細かく規定するのではなくおおまかな基準を示していくようにしたら良いので

は。（あおぞおら児童クラブ） 

・ 地域格差をなくすための基準は必要。（あおぞおら児童クラブ） 

 

○設置・運営指針の策定手続きに関して 

・ 設置・運営指針の決定はどの期間で行うのか？検討チームを立ち上げて行政・保護者・

指導員で話し合う必要があるのでは。（北小ひなづる児童クラブ） 

 

○第２章：基本的な姿勢に関して 

・ 基本的な姿勢の 3 項目及び民設民営から公設民営への方針転換については大いに評価

する。特に「福祉と教育の連携」については大いに推進していただきたい。（ひまわり児童

クラブ） 

・ 「福祉」と「教育の」連携は推進すべきである。（あおぞおら児童クラブ） 

・ 基本姿勢の３設置目標は賛成である。しかし「１）希望するすべての児童を受け入れる

取組みを」は当面実施できないクラブが多いのではないか。（河辺児童クラブ） 

 

○第４章：児童クラブ設置指針に関して 

①設置基準に関して 

・ 監査体制の確立。例）運営委員会においては市、社会福祉法人においては県が実施（北

小ひなづる児童クラブ） 

・ 学区（地域）型と広域型の役割をはっきりと分ける。学区型が基本であるという前提を

明示すべき。（北小ひなづる児童クラブ） 

・ 広域型の特色事項（地域型との連携、長時間、送迎など）が維持されない時の監督権限

はどうするのか？ペナルティは？（北小ひなづる児童クラブ） 

・ 受け入れ児童に関して 4 年生以上の児童については各クラブの実情に応じた対応をす

資料 2 児童クラブ設置・運営指針に対する意見 

平成 17 年 10 月末集約分
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ることを加えて欲しい。（勝加茂児童クラブ） 

・ 開設場所の原則は市にとっては出費を最も抑えられるであろう。また、児童の安全確保

の面からメリットはある。しかし、長期に安定した設置とはいえない。ベストは市が独

自に設置することである。（河辺児童クラブ） 

・ ＮＰＯ法人の設置も考えられないか？（河辺児童クラブ） 

②規模・定員に関して 

・ 基準面積に満たないクラブ及び50人以上のクラブについては分割ということだと思う

が、どの程度の拘束力及び執行猶予があるのか？同じ小学校に 2 つの児童クラブが存在

するのは現実的なのか？（保育料、施設の格差など）（ひまわり児童クラブ） 

・ 規模・定員について児童 1 人当たりの基準面積が確保できていない状況にある。（勝加茂

児童クラブ） 

・ 大規模化クラブとは何人以上をいうのか。これまでは大規模加算は 36 人以上であった

が。（河辺児童クラブ） 

・ 基準面積は尊重してもらいたい。現状では厳しいが。（河辺児童クラブ） 

・ 適正規模の50人の根拠はどこから？多くのクラブが基準面積を確保しようとすると無

理ではないか？定員の考えと矛盾するのではないか。（河辺児童クラブ） 

・ 定員の但し書きをどう解釈していいのかわからない。基準を超えて受け入れてもいいと

いうことか。基準を超えて受け入れ、事故などが発生したした場合、運営委員会会長の

責任を問われることになるのでは？（河辺児童クラブ） 

・ 学校休業日の開設時間は保護者の要望でもあることなので尊重したい。ただし、開設時

間・保育時間と労働時間は同一ではない。（河辺児童クラブ） 

③施設・設備に関して 

・ 施設とはどの範囲をいうのか。建築物のみか？生活環境上不可欠な設備も含めていただ

きたい。設備面での市の補助がなければ、保護者の理解は得られない。（河辺児童クラブ） 

 

○第５章：児童クラブ運営基準に関して 

①開設日・保育時間に関して 

・ 開設日・保育時間についてはクラブの実情に応じて決定すればよい。一律にする必要が

あるのか？（ひまわり児童クラブ） 

・ 開設時間・指導員の勤務時間について各クラブの実情も考える必要がある。（北小ひなづる

児童クラブ） 

・ 開設日・保育時間について、すべての開設時間・保育時間を一律的に決めてしまうので

しょうか？（さらっこ児童クラブ） 

②指導員に関して 

・ 指導員の配置基準は尊重したい。指導員は「正規の指導員」との解釈でよいか。（河辺児

童クラブ） 

・ 指導員の雇用、職務内容は身分・賃金に連動するものであり、明確にしなければならな

い。（河辺児童クラブ） 

・ 研修は市が行うのか、現在のように市連協（指導員会）が行うのか。市が職務を定める
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以上、研修をどこかに委託するにせよ、研修を行うのは市ではないか？（河辺児童クラブ） 

・ 賃金も含め待遇改善がなければ、指導員確保は極めて難しい。それが全て保護者の負担

になるのであれば、保護者の納得は得られない。市の補助が必要である。（河辺児童クラブ） 

・ 代替指導員は必要ではあるが 1 名では足りないのではないか。（河辺児童クラブ） 

・ 指導員との職務ともかかわるが、最低基準として具体的に示してもらいたい。（河辺児童ク

ラブ） 

・ 指導員の身分・待遇・健康管理について一定の基準を設けることはよいことだと思う（ひ

まわり児童クラブ） 

・ 正規職員に対しての職務に伴う最低賃金は払えるのか？（北小ひなづる児童クラブ） 

・ 代替え制度は現在の 1 人で充分などか？（北小ひなづる児童クラブ） 

・ 障害児加算は現行のままですか？（南小こばと児童クラブ） 

・ 指導員の待遇と給与を統一したいのですが可能ですか？（南小こばと児童クラブ） 

・ 指導員の採用、事務処理等を協議会で一元化できないか？（あおぞおら児童クラブ） 

・ 休み期間中の補助員（ｱﾙﾊﾞｲﾄ）が募集してもなかなか集まらない意見が多かったが、こ

れから先の対応策がありますか？（さらっこ児童クラブ） 

③保育料に関して 

・ 保育料について指針を示すとそれ以上の改定は困難になるのでは？（ひまわり児童クラブ） 

・ 保護者負担金の現状を運営委員は高いとは思っていないが、一般保護者は 9,000 円負

担することに理解が得られるとは思えない。指導員の待遇改善には負担金増は避けられ

ない。それだけに、市は施設を設置するが、設備も運営費も現状のまま、あるいは後退

するというのでは、反発しかない。この負担金も最低基準のはずが最高基準として固定

されていく可能性は大きい。（河辺児童クラブ） 

 

○第６章：関係者の役割・協働に関して 

・ 市が責務とする条件整備とはどこまでをいうのか。（河辺児童クラブ） 

・ 運営の範囲がわからない。設置以外はすべて運営なのか？（河辺児童クラブ） 

・ 指導員の責務について、職務とのちがいは？（河辺児童クラブ） 

・ 保護者の役割については、クラブにより温度差が大きいだけに規定することは難しい。

運営委員会委託であるなら保護者の自覚を確かなものにするため示すことがあっても

よいか。（河辺児童クラブ） 

 

○第７章：本指針の取扱いに関して 

・ 「年次計画的に実現を目指す」にあたっての優先順位等を早急に明示する必要がある。

何年次の計画になるのか。（河辺児童クラブ） 

・ 「年次計画的に本指針の実現を目指す。」とあるが、期間はどのくらい設けるのか？達

成できなかった場合は？（ひまわり児童クラブ） 

・ この指針や基準はどの程度の拘束力をもつのか。（河辺児童クラブ） 
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○児童クラブ連絡協議会 

理事会：11/10、2/8、検討委員会：12/14、1/16 において論議 

 

○修正意見及び修正内容 

・表紙 

   指針の策定者が「津山市・津山市児童クラブ連絡協議会」となっているが、策定者

はあくまで津山市なので「津山市」のみに 

    ⇒「津山市」のみとする 

 

・p4 Ⅳ-１-３）運営主体 

   「社会福祉法人などの法人」とあるが法人の範囲を明確に、商業法人まで含むのか？ 

    ⇒商業法人は含まない。「社会福祉法人、財団法人、NPO 法人などの非営利団体」

に訂正 

 

・p4 Ⅳ-１-５）法人が設置する場合の条件 

   「①設置対象学区に児童クラブがない場合」とあるが、運営委員会方式のクラブが

その後できた場合はどうするのか？ 

    ⇒法人設置のクラブの存続は継続して認める。この点については指針には明記し

なくても、了解事項で足りると考える。 

   「②設置対象学区の児童クラブが大規模化している場合」とあるが、法人の場合は

広域対象なのに、設置対象学区を基準とするのはおかしい。 

    ⇒「②設置場所周辺の児童クラブが大規模化している場合」に訂正 

 

・p5 Ⅳ-２-２）基準クラス規模 

    1 クラス規模を「当面 50 人」、分割の基準を「概ね 100 人」を超える」とした

根拠が乏しい。1 クラス規模は、40 人学級を目標とするべきでは。100 人という

数字は盛り込まないほうがよい。 

    ⇒「児童クラブの 1 クラスの適正規模は 40 人以下とします。大規模化した児童

クラブは条件によってクラブの分割を進めます。」に訂正 

資料３「津山市放課後児童クラブ設置・運営指針」への 

津山市児童クラブ連絡協議会の意見とその反映について 

平成 18 年 3 月 1 日 
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・p6 Ⅴ-２-１）指導員の配置基準 

    指導員の位置づけについて常勤指導員、非常勤指導員の考え方ではなく、指導員

と指導員補助の考えが正しい。指導員補助は指導員ではない。その考えで配置基準

も再検討を。 

    ⇒「最低基準として児童 35 人までは 1 人以上、36 人から 70 人までは 2 人以

上、71 人からは 3 人以上とします。指導員は正規指導員とし、他に必要に応

じ指導員補助を配置することとします。」に訂正。 

    障害児に対する加配について明記すべきでは 

    ⇒国も平成 18 年度より障害児が 1 名で加配を行うよう制度を充実（これまでは

2 名以上が条件、1 名の場合は市の単独加配）させてきており、四行目に「障

害児が入会する場合は指導員または指導員補助の加配を行います。」を加える。 

     

・P9 Ⅴ-４ 防災・防犯、事故への対応 

    この項目の中に個人情報の保護についても明記すべきでは 

    ⇒表題を「防災・防犯、事故等への対応」とし、「４）個人情報の保護 児童クラ

ブの代表者（運営委託の受託者）は個人情報の管理・保護に注意し、日ごろか

ら児童クラブの指導員や保護者に周知徹底します。」を加える。 

 

・p11 Ⅴ-６ 児童クラブのモデル予算 

    予算の算定条件③指導員 児童数 40 人ではなく「児童数 50 人：常勤 2 人、指

導員補助 2 人」に。④雇用条件「常勤：1 日 6 時間、週 6 日勤務」（12:30～18:30）

に。⑤給与・手当「常勤指導員：1,808,000 円／年間、指導員補助：800 円／

時間（資格ありの場合）」に。 

    ⇒上記条件でモデル予算を変更。別紙資料として積算内訳を添付（p15） 
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Ⅰ．子育て支援と健康福祉の充実 

１．子どもが元気に成長できるまちづくり 

 

１－１．子育て支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

【現況と課題】 

近年、女性の社会進出や家族形態の多様化などにより、子育てを取り巻

く環境は大きく変化しています。２１世紀の少子化社会に対応するため、

社会全体で子育てを支援し、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりが必

要です。 

本市では、平成８年度に「エンゼルプラン」を策定し、主に保育サービ

ス、子育て支援施策を推進してきました。また、平成 12 年度には多様な

保育サービス、出産や育児に対する不安、児童虐待等の新たな課題に対応

するため「新エンゼルプラン」を策定してきました。 

本市の合計特殊出生率は平成 15 年で 1.57 となっており、全国平均

1.29、岡山県平均 1.38 を上回っていますが、都市化の進行などにより、

子育て相談や気軽に手助けをしてくれる人が近くにいない、地域の子ども

同士の遊び場が少ないなどの悩みをもつ家庭が増えており、これまでの子

育てと仕事の両立といった働く家庭への支援からすべての子育て家庭への

支援が求められています。 

平成 16 年度には、津山市子育て支援行動計画を策定し、従来の保育サ

ービスの充実に加えて、地域の子育て支援や児童相談体制等を充実させ、

推進しています。 

今後、保育所や児童館が地域の子育て支援の拠点として役割を果たして

いくことや放課後児童の健全育成事業の充実、児童虐待等への対応体制の

整備などが大きな課題となっています。また、少子化に対応した保育所統

合や民間活力の導入など、今後の保育所のあり方についての検討も必要と

なっています。 

さらには、働きやすい勤務形態の促進や、育児休業制度の普及・促進、

男性の子育てへの参加の促進など働き方の見直しも大きな課題となってい

ます。 

そして、これらの取組みを通じて家族だけの子育てから地域とともに子

育てを行える制度・施策、体制の整備・充実が求められています。 

資料４ 津山市第 4 次総合計画 平成 18 年度～平成 27 年度 

（抜粋） 
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【基本方針】 

  

 

 

 

 

 

 

 

【基本的施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

 

１．保育サービスの充実 

保育ニーズの的確な把握に努め、通常保育の充実とともに延長保育、休日保育、障

害児保育、病後児保育など保育サービスの充実に努めます。 

また、保育所の計画的整備、再編を進めます。 

 

２．地域における子育て支援 

 専業主婦家庭や母子家庭などを含めたすべての子育て家庭への支援を行う観点か

ら、児童館や保育所を拠点とした子育て支援センター事業、一時保育事業、さらには

つどいの広場事業など地域における様々な子育て支援サービスの充実を図ります。 

 

 

未来を担う子どもを安心して産み、育てることができるよう家庭や地域の子育て

機能の強化に努めるとともに、保健、医療、福祉、教育が一体となった支援体制の

充実を図ります。 

 

子育て支援の充実 
保育サービスの充実 

放課後児童の健全育成 

育児教育・相談の充実 

乳幼児の健全育成 

児童虐待の防止 

子育て環境の整備 

地域の子育て支援機能の充実 



 25

３．放課後児童の健全育成 

小学校低学年児童の放課後健全育成対策として、放課後児童クラブの開設を進めま

す。併せて、放課後児童クラブの施設の充実を図ります。 

 

４．育児教育・相談の充実 

妊娠、出産、育児に関する相談窓口の一元化や情報の共有を図り、子育てに対する

不安の解消に努めるとともに、子育て意識の啓発を図ります。 

また、乳幼児の成長に合わせた療育相談や発達相談等ができるよう相談体制の充実

に努めます。 

 

５．乳幼児の健全育成 

出産から育児、乳幼児の保健について、一貫した保健事業を行います。 

また、育児不安を抱える親を支援するため、子育て情報の提供など体制づくりに努

めます。 

 

６．児童虐待の防止 

児童虐待など多様化する家庭問題に対応するため、民生委員・児童委員等の関係機

関と連携した相談、指導を充実します。 

また、町内会、民生委員・児童委員、主任児童委員、愛育委員、ボランティア等と

連携した地域の児童虐待防止ネットワークの組織化を進めます。 

 

７．子育て環境の整備 

子どもが健やかに育つよう家庭はもとより地域、学校、企業、行政が連携し、社会

全体で子育て環境の整備に取り組みます。 

そのため、ボランティア育成や既存組織との連携を図り、地域における子育て支援

体制を確立します。また、身近な地域で親同士が交流できる機会を確保するとともに、

子どもが安全に遊べる場の整備を図ります。 

さらに、働き方の見直しについて企業の協力のもと、その推進を図ります。 
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第５章 津山市子育て支援行動計画 

 

１．地域における子育て支援事業 

  

ア 地域における子育て支援サービスの充実 

（キ）放課後児童健全育成事業 

津山市地域について全小学校区に対応した放課後クラブの開設を進めます。合併町

村地域については地域の要望などに基づき設置を進めます。 

事業の実施にあたっては、教育委員会等と連携し、小学校や幼稚園を始めとする地

域の社会資源の活用を図ります。また、運営に当たっては、高齢者をはじめとする地

域の人材の活用等、地域の実情に応じた効率的・効果的な取組を推進します。  

入会希望者の増加により、クラブの大規模が進んでいます。今後クラブの分割など

適正化を検討していきます。さらに、指導員の待遇改善について研究・検討を進めま

す。 

放課後児童クラブは働く親の支援、就学期の児童の健全育成事業として今後ますま

す重要となってきます。国・県などに対して制度の充実について働きかけを行ってい

きます。 

 

【施策目標】 

○放課後児童クラブ事業の推進：開設目標 27 か所  

○放課後児童クラブの開設環境の改善 

 

 

資料 5 津山市子育て支援行動計画 平成 17 年度～平成 21 年度 

（抜粋） 



 27

資料６ 開設までに必要な作業 
 

 

 
 

○開設までに必要な作業 

① 入会児童の確保（５人以上） 

② 設立に対する入会児童の保護者の同意（設立準備会の立ち上げ） 

③ 設立準備会の責任者（代表者）の決定 

④ 運営委員会のメンバーの内定 

⑤ 実施場所の確保 

⑥ 放課後児童指導員の確保（概算での勤務条件の設定） 

⑦ 開設時間の設定（平日、土曜日、長期休業中） 

⑧ 保護者の負担金と指導員の給与等予算の決定 

⑨ クラブ運営に必要な台帳や事務用品、備品の整備 

⑩ 市長と委託契約関係書類の準備 

⑪ 児童クラブの開設 

⑫ 市長と委託契約を結び事業の実施 

⑬ その他、津山市児童クラブ連絡協議会に加入 

 

 

○運営委員会について 

児童クラブ運営委員会とは、児童クラブの活動の調整を図り、これを実施するため、

保護者、学校代表者（校長）、放課後児童指導員、児童委員等で組織します。 

運営委員会の会長は、会議を主宰し、放課後児童指導員の任命を行います。 

 

・放課後児童指導員の選任の基準について 

放課後児童指導員は児童の遊びを指導する者の資格を有する者。 

児童の遊びを指導する者とは、次のいずれかに該当する者。 

１ 母子指導員の資格を有する者（保育士、児童厚生員） 

２ 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校もしくは幼稚園の教諭となる

資格を有する者 
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○児童クラブの主な収入 

１ 県補助基準額     

児童数と開設日数による金額 （平成１８年度）             単位：千円 

開設日数  

人数 200～280 日 281 日以上 

チャイルドケアクラブ（5～19

人） 

1,131 1,131 

10～19 1,131 1,131 

20～35 1,611 1,683 

36～70 1,611 2,640 

71～ 1,611 3,594 

長時間開設加算 296 309 

障害児受入加算 687 

単市負担の委託料 

① 賠償責任保険料 

② 団体傷害保険料 4,228 円×（4 月 1 日現在児童数＋指導員数＋１）         

③ 労働保険料  雇用保険＋労災保険 

※指導員数は、実雇用数とは異なり児童 35 人まで 1 人で算出（上限２人） 

④ 家賃加算    80,000 円と家賃を比較して少ないほうの 2 分の１×12 月分 

⑤ 障害児加算  ＠800 円×4 時間×23 日×12 月－県補助額 687,000 円＝

196,200 円 

⑥ パート加算  20 人以上 36 人未満のクラブ対象 300,000 円 

 

２ 保護者の負担金  

 

○児童クラブの主な支出 

１ 指導員給料    

２ アルバイト賃金  

  ３  光熱水費 

４ おやつ 

５ その他 

運営資金は、市からの委託料（概ね運営に必要な額の半額程度）と、保護者の負担金です。 
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資料 7 クラブを開設する上で必要なもの 
 

 

 

 

・年間事業計画、収支予算（例） ※１ 

・在籍児童名簿（様式）     ※１ 

    ・クラブの会則（例）      ※１ 

    ・就業規則（例） 

    ・給与規定（例） 

    ・パート指導員に関する規程（例） 

    ・雇用通知書（例）       ※１ 

    ・事業報告・収支決算（例）   ※２ 

 

       ※１は市との契約の際に写しが必要です。 

       ※２は市に実績報告する際に写しが必要です。 

 



 30

（別紙１） 
平成      年度津山市放課後児童健全育成事業実施計画書 

１  事業の実施主体 
    団  体  名                                              
    代表者氏名                                              
２  事業の実施場所 
    所在地    津山市                          ℡                 Fax                
    施設名                                             
３  対象児童 

小学校１年生 小学校２年生 小学校３年生 その他 計 
人 人 人 人 人

４  開設時間 
    平      日   授業終了後から          時      分まで 
    土  曜  日        時     分から      時      分まで 
    日  曜  日        時     分から      時      分まで 
    春期休暇中        時     分から      時      分まで 
    夏期休暇中        時     分から      時      分まで 
    冬期休暇中        時     分から      時      分まで 
５  開設日数     年間        日（内土曜日       日） 
６  保護者負担金 
    月額                  円     （減免：有・無） 

（減免有のとき⇒条件：ひとり親、きょうだい同時入会、その他                  
減免後の負担金：          円 

（負担金内訳：保育料            円、おやつ代            円、教材費         円、      
その他             円） 

    入会金                円 
その他（長期休暇中の特別料金など）                                           

７  放課後児童指導員の勤務時間 
    平      日   授業終了後から          時      分まで 
    土  曜  日        時     分から      時      分まで 
    日  曜  日        時     分から      時      分まで 
    春期休暇中        時     分から      時      分まで 
    夏期休暇中        時     分から      時      分まで 
    冬期休暇中        時     分から      時      分まで 
８  放課後児童指導員の人数と報酬（単価が複数ある場合は、すべて記載のこと） 
    時間給       人                 円   日給        人               円 
    月給         人                 円   その他      人               円 
９  障害児対応のため加配している指導員（いずれかに○） 
      あり（指導員氏名：                   ）・なし 
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（別紙３） 
平成      年度収支予算書 

（単位  円） 
（収入） 
費 目 金      額 備      考 
繰 越 金  前年度からの繰越金 
委 託 料  津山市からの委託料 
会 費  月額          円×     人×12 月 
入 会 金                円×     人 
寄 付 金  一般寄付金、保護者寄付金 
雑 収 入  上記以外の収入（預金利子、雇用保険自己負担分等）

会 計   
（支出） 
費 目 金      額 備      考 
給 料  月額              円×12 月×     名 
諸 手 当  時間外手当、通勤手当、賞与 
共 済 費  労働保険料 
賃 金  アルバイト賃金 
福利厚生費  指導員健康診断 
消 耗 品 費  一般教材、事務用品 
備 品 費   
光 熱 水 費  電気代、水道料金など 
修 繕 費   
会 議 費  運営委員会経費 
役 務 費   

通信運搬費  電話代、切手代 
手 数 料  各種手数料（汲み取り料など） 
保 険 料  傷害保険料、責任賠償保険料 

使用料及び賃借料  家賃  月額        円×12 月、電話機使用料など 
研 修 費  研修会への参加費 
旅 費  出張旅費 
活 動 費  行事、遠足など健全育成活動費 
負 担 金  津山市児童クラブ連絡協議会負担金 
繰 出 金  おやつ会計への繰り出し、その他（             ）
雑 費   
予 備 費   
合 計   
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（別紙２） 
対  象  児  童  名  簿 

平成    年      月      日現在 
※備考欄には、障害児対応加配が必要な児童に○印をすること。 

 小学校名 学年 児童氏名 住     所 保護者氏名 備考 
１    津山市   
２       
３       
４       
５       
６       
７       
８       
９       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
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平成     年度            児童クラブ運営委員名簿 
 
 

役職名 氏名 住所 所属 連絡先 
会長  津山市   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
※ 「役職名」には、会長、副会長、会計、監査、書記、委員などを記入する。 
※ 「所属」には、保護者、小学校長、主任児童委員、PTA 会長などを記入す

る。 
※ 「連絡先」には、電話番号を記入する。 
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○○児童クラブ会則（例） 

 

（目的） 

第 1 条  この児童クラブ（以下「クラブ」という。）は、「津山市放課後児童健全育成事業

実施要綱」（平成１2 年津山市告示第 4 号）により津山市から委託を受け、保護者が労働等

により昼間家庭にいない小学校に就学している概ね 10 歳未満の児童に対し、授業の終了後

に適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的とする。 

（名称等） 

第 2 条  このクラブは「○○児童クラブ」と称し、事務所を津山市○○□□番地に置く 

（活動内容） 

第 3 条  このクラブは目的達成のために次の活動を行う。 

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する活動 

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に資する活動 

(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動 

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡活動 

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援活動 

(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動 

（会員） 

第4条  このクラブの会員は、入会を承認された児童及び保護者並びに指導員で構成する。 

（入会の基準） 

第５条  このクラブへ入会できる基準は、原則として○○小学校の児童とし、児童の保護

者のいずれもが次に掲げる基準のいずれかに該当し、児童の放課後の健全な生活に支障を

きたす場合とする。 

(1) 昼間に居宅外労働を常態としている場合 

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働を常態としている場合 

(3) 保護者のいずれかの疾病等や親族等の介護に携わっている場合 

(4) その他運営委員会が特に認めた場合 

（入会） 

第６条  前条の要件を満たした家庭の保護者の申請により、運営委員会会長及び指導員が

審査のうえ決定する。 

（退会） 

第７条  次の事項のいずれかに該当した場合、保護者及び運営委員会と協議し退会とする

ことができる。 

(1) 保護者の申し出があった場合 

(2) 第５条の入会基準を満たさなくなった場合 
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(3) クラブの正常な運営に支障をきたす言動があり、指導員等の指導を無視したり、他の児

童の人権を侵害したり危害を加える危険性があると判断された場合 

(4) 会費が 2 ヶ月以上滞納になった場合 

(5) その他運営委員会が会員として不適当と認めた場合 

（会費） 

第８条  会員は、会員として承認された月から会費として、次に定める額を毎月末までに

クラブに納入しなければならない。 

(1) 児童 1 名が会員の場合  ○○○円 

(2) 児童 2 名以上が会員の場合  1 人目  ○○○円、2 人目以降  △○○円 

（保険の加入） 

第９条  入会した児童はクラブの責任において損害賠償保険に加入する。 

（損害賠償責任の範囲） 

第１0 条  このクラブの活動中万一の事故や災害が発生した場合は、損害責任保険の範囲内

においての補償とし、クラブはその他の責任は一切負わない。ただし、指導員等の故意に

よるものは加害者、被害者、クラブの三者で協議するものとする。 

（役員の種類） 

第 11 条  このクラブに次の役員をおく。 

  会長 1 名、副会長 2 名、会計 1 名、書記 1 名、監査 1 名、委員若干名 

（役員の選出） 

第 12 条  役員は、会員の保護者及び指導員、小学校代表、児童委員等の中から選出する。 

（役員の任務） 

第 13 条  役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 会長はクラブを代表し、統括する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行する。 

(3) 会計はクラブの会計事務を担当する。 

(4) 書記はクラブの会議の記録事務を担当する。 

(5) 監査は会計事務の監査を担当する。 

(6) 委員は他の役員と協力してクラブの運営にあたる。 

（役員の任期） 

第 14 条  役員の任期は次のとおりとする。 

(1) 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

(2) 役員は、任期満了の場合も、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなけな

ばならない。 

（運営委員会） 

第 15 条  このクラブの運営や活動内容を協議するため運営委員会を設ける。 
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（運営委員会の構成） 

第 16 条  運営委員会は、会長、副会長、会計、書記、監査及び委員で構成する。 

（会議） 

第 17 条  会議は、総会及び運営委員会とする。総会は、運営委員会役員及びクラブ会員の

保護者全員によって組織し、年 1 回以上開催する。運営委員会は、必要に応じて会長が招

集し、開催する。 

（総会における審議事項） 

第 18 条  総会は、次の事項を審議し決定する。 

(1) 事業計画及び収支予算に関する事項 

(2) 事業報告及び収支決算に関する事項 

(3) 役員の選任 

(4) 会則、諸規程の制定及び改廃 

(5) その他会長が付議した事項 

（運営委員会の機能） 

第 19 条  運営委員会は、次の事項を協議決定する。 

(1) 事業計画に基づいたクラブの日常運営に関する事項 

(2) クラブが実施する行事等の計画及び執行 

(3) 補正予算の決定に関する事項 

(4) 総会に付議すべき事項 

(5) その他会長が付議した事項 

（専決） 

第 20 条  会長は、日常の軽易な業務については専決することができる。ただし、専決した

内容について運営委員会に報告しなければならない。 

（運営） 

第 21 条  このクラブの運営は次の経費をもって行われる。 

(1) 会費 

(2) 市委託料 

(3) 事業収入 

(4) 寄付金 

(5) その他収入 

（指導員） 

第 22 条  このクラブに指導員を置き、日常的な指導及びクラブの日常的な業務全般の運営、

管理にあたる。 

（指導員の資格） 

第 23 条  指導員は、次に掲げるいずれかの資格を有する者とする。 

(1) 教員免許（幼稚園、小中学校、高校、養護） 
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(2) 保育士資格 

(3) その他上記に相当する資格があると運営委員会が認めた者 

（就業規則） 

第 24 条  指導員の就業規則は別に定める。 

（会計年度） 

第 25 条  このクラブの会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

（その他） 

第 26 条  この会則に定めのあるもののほか、この会の運営上必要な細則は運営委員会の決

議を得て別に定めるものとする。 

 

付  則  この会則は、平成  年  月  日から適用する。 
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○○児童クラブ就業規則（例） 

 

第 1 章  総則 

（目的） 

第 1 条  この規則は、○○児童クラブ（以下「クラブ」という。）に勤務する指導員の就業

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指導員の定義） 

第 2 条  この規則における指導員とは、クラブと労働契約を結び、常時勤務する者をいう。 

（遵守の義務） 

第 3 条  クラブ及び指導員は、本規則およびこれに付属する諸規定を守り、職場秩序を維

持しお互いに協力してその職務を遂行しなければならない。 

 

第 2 章  採用 

（職員の採用） 

第 4 条  クラブは、就職を希望するものの中から競争試験又は書類審査及び面接等により

選考を行い、それに合格した者を指導員として採用する。 

（提出書類） 

第 5 条  新たに採用されたものは、採用後 2 週間以内に次の書類を提出しなければならな

い。 

(1) 自筆の履歴書 

(2) 資格証明書 

(3) 医師の健康診断書 

(4) その他、クラブが必要と認める書類 

２  前号の提出書類の記載事項に異動があった場合は、その都度速やかに届けなければな

らない。 

（労働条件の明示） 

第 6 条  クラブは、指導員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、

労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規則を周知し

て労働条件を明示するものとする。 

（雇用契約） 

第 7 条  クラブと指導員との雇用契約は 1 年とする。ただし、必要に応じて契約を更新す

ることができる。 

（解雇） 

第 8 条  指導員の解雇については、次の各号の１に該当する場合に 30 日前に予告するか、

又は 30 日分の平均給料を支給して解雇するものとする。 
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(1) 精神または身体的障害などのため、業務に耐えられないと認められるとき。 

(2) 勤務成績若しくは能率が悪いため又は保育技術が低劣なため就業に耐えられないと認

められたとき。 

(3) 業務上の都合により、やむを得ない事由のあるとき。 

(4) 第 12 条の服務規律に著しく違背したとき。 

(5) その他、前各号に準じるやむを得ない事由のあるとき。 

２ 前項の予告日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。 

（解雇の特例） 

第 9 条  天災地変、その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能になった場合又

は労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合において、津山市の承認を受けたとき

は、第 8 条の規定にかかわらず即時解雇する。 

（退職） 

第10条  指導員が各号の１に該当する場合は退職とする。 

(1)  死亡したとき。 

(2)  退職を願い出て承認されたとき、又は退職願を提出して 14 日が経過したとき。 

(3)  雇用期間に定めがあって、その期間が終了したとき。 

(4)  定年に達したとき。 

（定年） 

第 11 条  指導員の定年は満 60 歳とし、当該年齢に達した日の属する年度の末日をもって

退職とする。 

２  定年に達した指導員について、一定の期間勤務を延長し、又は再雇用することができ

る。 

 

第 3 章   服務 

（服務心得） 

第 12 条  すべての指導員は、放課後児童健全育成事業従事者としての責務を自覚し、公共

の利益のために勤務し、且つ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念し、次の事

項を守らなければならない。 

(1) 技術の習熟に努め、業務の充実を図ること。 

(2) 設備の保全に留意し、諸物品の愛護、節約に努めること。 

(3) 常に他の職員と協調し、融和しつつ全体的視野にたって行動すること。 

（服務規律） 

第 13 条  指導員は、次の各号の１に該当する行為をしてはいけない。 

(1) 特別の事情により会長の承認を受けた場合のほかに、就業期間中みだりにその職務をは

なれること。 

(2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をすること。 
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(3) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。 

(4) 会長の許可を得ないで、他の事業に従事し、又はその他の労務及び公職に服すること。 

(5) 職務上の地位を利用して、自己の利益を図ること。 

(6) 職務上の権限を超え、又はこれを利用して専断的な行為をすること。 

（罰則） 

第 14 条  第 12 条及び第 13 条に違反した場合、会長はけん責処分に科することがあると

ともに、運営委員会の議を経て始末書の徴収、減給、出勤停止及び懲戒解雇をすることが

ある。 

（出勤） 

第 15 条  指導員は始業開始時刻までに出勤し、活動日誌に出勤時間を自ら記録しなければ

ならない。 

（遅刻、早退、外出） 

第 16 条  指導員は、遅刻、早退または勤務時間中に外出するときは、あらかじめ会長に届

け出てその許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由で事前に届け出

ることが困難な場合は、事後遅滞なく承諾を受けなければならない。 

（出張） 

第 17 条  指導員は出張を命ぜられたとき、その前日までに所定の手続きをしなければなら

ない。 

２  指導員は出張先において、予定を変更しようとするときは、速やかに会長の承認を受

けなければならない。 

３  出張した者は、2 週間以内にその結果を復命しなければならない。 

 

第 4 章  就業時間 

（就業時間） 

第 18 条  就業時間は午後 2 時から午後 6 時までの１日４時間とし、１週間については、

40 時間以内とし、1 ヶ月 100 時間とする。ただし、長期休暇期間中の就業時間について

は、運営委員会で協議し決定する。 

（休日） 

第 19 条  指導員の休日は次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の休日に関する法律に規定する休日 

(3) 年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

(4) お盆（8 月 13 日から 15 日） 

(5) 第 2、第 4 土曜日 

(6) その他運営委員会が必要と認める臨時の休日 

（休日の振り替） 
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第 20 条  業務の都合上やむを得ない事由によって臨時に必要のあるときは、前条の休日を

他の日に振り替えることができる。その場合には、本人に前もって通知するものとする。 

（年次有給休暇） 

第 21 条  各年次ごとに全労働日の 8 割以上勤務した者に対しては、次の表のとおり勤務

年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

勤続年数 0 年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 以

上 

付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 

２  年度の中途採用者については、休暇請求権の発生日を就職する月の初日とし、次のと

おりとする。 

採用時期 4～6 月 7～9 月 10～12 月 1～3 月 

付与日数 10 日 10 日 4 日 2 日 

３  前年度の残存年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。 

４  指導員が年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ会長に届けなければな

らない。ただし、事業の正常な運営を妨げると認められる場合は、他の時季に変更するこ

とができる。 

（年次有給休暇の単位） 

第 22 条  年次有給休暇の単位は、1 日又は 1 時間とする。 

２  時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、4 時間をもって 1 日とする。 

（特別休暇） 

第 23 条  指導員が次の各号に該当するときは、請求によって各々に該当する号の特別休暇

を与えるものとする。ただし、その執行については、原則として事項が発生した日を起点

とし、継続したものとする。 

(1) 本人が結婚するとき    5 日 

(2) 職員が出産するとき   産前 6 週間（多胎妊娠の場合にあっては 14 週間）産後 8 週間 

(3) 子が結婚するとき      1 日 

(4) 配偶者が出産するとき  3 日 

(5) 配偶者、父母、子死亡のとき  3 日 

(6) 兄弟姉妹、祖父母、孫、配偶者の父母死亡のとき  2 日 

(7) その他会長が必要と認めたもの 

（時間外及び休日勤務） 

第24条  業務の都合により第18条の規定にかかわらず時間外勤務又は休日勤務をさせる

ことがある。 

（割増賃金） 

第 25 条  前条の規定により時間外、又は休日勤務をさせた場合は給与規程の定めるところ

により割増賃金を支給する。ただし、時間外手当は法定内残業として、1 ヶ月 100 時間を
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超える労働に対して支給する。 

（給与） 

第26条  指導員の給与については、別にこれを定める。 

 

第 5 章  安全衛生 

（安全衛生の確保） 

第 27 条  指導員の健康維持及び増進に必要な設備、火災予防のための安全設備及び就業環

境は充実させなければならない。 

２  指導員は前項の設備及び環境改善に協力し、法令又は会長の定める安全及び衛生に関

する事項その他危害予防に関する事項を遵守して、健康の保持及び疾病、災害の予防に努

めなければならない。 

（火災予防） 

第 28 条  会長は火災予防のための必要な措置を取らなければならない。 

（応急措置） 

第 29 条  指導員は、火災その他非常災害を発見し、又はその危険があることを知った場合

は、臨機の処置を取るとともに直ちに関係者その他適当な者に報告し、互いに協力してそ

の災害を最小限度にとどめるよう努力しなければならない。 

（就業禁止） 

第 30 条  他人に感染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を

及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は就業をさせない。 

（健康診断） 

第 31 条  指導員に対して年 1 回健康診断を行う。 

２  本人の希望、その他の事情によって、前項の健康診断を受けることのできない場合は

医師の健康診断を提出しなければならない。 

（健康保持に必要な措置） 

第 32 条 健康診断の結果、健康の保持上必要な措置（業務の転換、就業の禁止、休業、療

養の指示）はその者が必要とする間、継続して行わなければならない。 

（災害補償） 

第 33 条  指導員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

は、労働基準法及び労働災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。 

（その他） 

第 34 条  この規則に定めのあるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、運営委

員会の決議を得て別に定めるものとする。 

 

付   則 

この規則は、平成  年  月  日から適用する。 



 43

○○児童クラブ給与規程（例） 

 

（目的） 

第 1 条  この規程は、○○児童クラブに勤務する指導員の就業規則第 2 条に規定する指導

員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

（給与の種類） 

第 2 条  このクラブの職員として勤務する職員に支給する給与の種類は、次のとおりとす

る。 

(1) 基本給 

(2) 役職手当 

(3) 通勤手当 

(4) 時間外勤務手当 

(5) 休日勤務手当 

(6) 賞与 

（基本給） 

第 3 条  基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人ごと

に決定し、通貨で全額本人に支給する。ただし、指導員から申出があった場合には、口座

振替の方法により支払うことができる。 

（給与からの控除） 

第 4 条  本人の負担に帰すべき下記各号の金額はこれを控除する。 

(1) 所得税 

(2) 雇用保険料 

（給与の支給） 

第 5 条 賞与のほかすべての給与の計算期間は月の 1 日から末日までとし、その支給は次の

各号による。 

(1) 基本給は、その月分をその月の 15 日に支給する。 

(2) 通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、その月分を翌月の基本給の支

払日に支給する。 

(3) 前号の支給日が日曜日又は祝祭日及び金融機関の休日にあたるときは、原則として準じ

繰り上げて支給する。 

（通勤手当） 

第 6 条  職員に対する通勤手当は、通勤距離に応じ下記の表に基づき支給する。 

区分（片道の通勤距離） 支給額 

2 キロメートル未満 1,000 円 

2 キロメートル以上 10 キロメートル未満 4,100 円 
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10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 6,500 円 

15 キロメートル以上 25 キロメートル未満 11,300 円 

25 キロメートル以上 16,100 円 

（時間外勤務手当） 

第 7 条  正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、法定内残業として 1 ヶ

月 100 時間を超える労働に対して勤務時間 1 時間につき第 9 条に規定する勤務 1 時間あ

たりの給与額の 100 分の 125（その勤務時間が午後 10 時から午前 5 時までの間である

場合は 100 分の 150）を時間外勤務手当として支給する。 

（休日勤務手当） 

第 8 条  休日に勤務を命じられた指導員には、休日に勤務した全時間に対して勤務時間 1

時間につき第 9 条に規定する勤務 1 時間あたりの給与額の 100 分の 135（その勤務時間

が午後 10 時から午前５時までの間である場合は 100 分の 160）を休日勤務手当として

支給する。 

（勤務 1 時間当たりの給与の算出） 

第 9 条  勤務 1 時間当たりの額は、基本給と役職手当の月額の合計額を 100 で叙した額

とする。 

（賞与） 

第 10 条  賞与については、運営委員会で協議し決定する。 

（給与の減額） 

第 11 条  職員が正規の勤務時間に勤務しない場合は、その勤務しない時間につき第 9 条

に規定する 1 時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。 

  

付  則 

この規程は、平成    年    月    日から適用する。 
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○○児童クラブパート指導員の労働条件、服務規律 

その他の勤務条件に関する規程（例） 

 

（目的） 

第 1 条  この規程は、児童クラブ（以下「クラブ」という。）に雇用されるパート指導員の

労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。 

２  この規程に定めのない事項については、労働基準法、その他法令の定めるところによ

る。 

（規則の遵守） 

第 2 条  クラブ及びパート指導員は、ともにこの規程を守り、相協力して業務の運営に当

たらなければならない。 

（採用） 

第3条  クラブは、パート指導員としての就職を希望する者の中から選考により採用する。 

（提出書類） 

第 4 条  新たに採用されたものは、採用後 2 週間以内に次の書類を提出しなければならな

い。 

(1) 自筆の履歴書 

(2) 資格証明書 

(3) その他、クラブが必要と認める書類 

２  前号の提出書類の記載事項に異動があった場合は、その都度速やかに届けなければな

らない。 

（労働条件の明示） 

第 5 条  クラブは、パート指導員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する

業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規程を

周知して労働条件を明示するものとする。 

（雇用契約） 

第 6 条  クラブとパート指導員との雇用契約は 1 年以内とし、労働条件通知書に期間を明

示する。ただし、必要に応じて契約を更新することができる。 

（解雇） 

第 7 条  パート指導員の解雇については、次の各号の１に該当する場合に 30 日前に予告

して解雇するものとする。 

(1) 精神または身体的障害などのため、業務に耐えられないと認められるとき。 

(2) 勤務成績若しくは能率が悪いため又は保育技術が低劣なため就業に耐えられないと認

められたとき。 
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(3) 業務上の都合により、やむを得ない事由のあるとき。 

(4) 第 11 条の服務規律に著しく違背したとき。 

(5) その他、前各号に準じるやむを得ない事由のあるとき。 

（解雇の特例） 

第 8 条  天災地変、その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能になった場合又

は労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合において、津山市の承認を受けたとき

は、第 7 条の規定にかかわらず即時解雇する。 

（退職） 

第 9 条  パート指導員が各号の１に該当する場合は退職とする。 

(1)  雇用契約の期間が満了したとき。 

(2)  退職を申し出て承認されたとき。 

（服務心得） 

第 10 条  すべてのパート指導員は、放課後児童健全育成事業従事者としての責務を自覚し、

公共の利益のために勤務し、且つ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念し、次

の事項を守らなければならない。 

(1) 技術の習熟に努め、業務の充実を図ること。 

(2) 設備の保全に留意し、諸物品の愛護、節約に努めること。 

(3) 常に他の職員と協調し、融和しつつ全体的視野にたって行動すること。 

（服務規律） 

第 11 条  指導員は、次の各号の１に該当する行為をしてはいけない。 

(1) 特別の事情により会長の承認を受けた場合のほかに、就業期間中みだりにその職務をは

なれること。 

(2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をすること。 

(3) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。 

(4) 会長の許可を得ないで、他の事業に従事したり、またはその他の労務及び公職に服する

こと。 

(5) 職務上の地位を利用して、自己の利益を図ること。 

(6) 職務上の権限を超え、又はこれを利用して専断的な行為をすること。 

（罰則） 

第 12 条  第 10 条及び第 11 条に違反した場合、会長はけん責処分に科することがあると

ともに、運営委員会の議を経て始末書の徴収、減給、出勤停止及び懲戒解雇をすることが

ある。 

（出勤） 

第 13 条  パート指導員は勤務開始時刻までに出勤し、出勤時間を活動日誌に自ら記録しな

ければならない。 

（遅刻、早退、外出） 
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第 14 条  指導員は、遅刻、早退または勤務時間中に外出するときは、あらかじめ会長に届

け出てその許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由で事前に届け出

ることが困難な場合は、事後遅滞なく承諾を受けなければならない。 

（就業時間） 

第 14 条  パート指導員の勤務日及び就業時間は、採用の際に本人の事情を勘案して決定し、

労働条件通知書に明示する。ただし、業務の都合その他特別の事情がある場合は、労働条

件通知書で定めた始業・終業時刻を変更することがある。 

（年次有給休暇） 

第 15 条  各年次ごとに所定労働日の 8 割以上勤務したパート指導員に対しては、勤務形

態に応じて次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を付与する。 

勤続年数 週 所 定

労 働 日

数 

1 年間の

所定労働

日数 

6 ヵ月 1 年 6

ヵ月 

2 年 6

ヵ月 

3 年 6

ヵ月 

4 年 6

ヵ月 

5 年 6

ヵ月 

6 年 6

ヵ 月 以

上 

4 日 169 日

～ 216

日 

7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日

3 日 121 日

～ 168

日 

5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日

2 日 73 日～

120 日 

3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日

1 日 48 日～

72 日 

1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日

２  前年度の残存年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。 

３  パート指導員が年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ会長に届けなけ

ればならない。ただし、事業の正常な運営を妨げると認められる場合は、他の時季に変更

することができる。 

（基本給） 

第 16 条  パート指導員の基本給は時間給とし、就業時間に応じて支給する。 

２  雇入時の基本給は、本人の職務内容、経験、資格、技能等を考慮して各人ごとに決定

し、労働条件通知書で明示する。 

（就業禁止） 

第 17 条  他人に感染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を

及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は就業をさせない。 

（災害補償） 
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第 18 条  指導員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合

は、労働基準法及び労働災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。 

 

付  則 

この規程は、平成  年  月  日から適用する。 
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雇 用 通 知 書 
平成    年    月    日 

                        様 
 

事業所  名  称                       児童クラブ 
                              所在地  津山市 

使用者  運営委員会会長               ㊞ 
 
あなたを採用するにあたっての労働条件は、次のとおりです。 
雇用期間 平成    年    月    日～平成    年    月    日まで 
仕事の内容 児童クラブでの児童の指導 
始業、就業時間

及び休憩時間 
原則として午後    時    分から午後    時    分まで

（1 日  時間勤務）  休憩（無し・有り） 
休日 日曜日、第      土曜日、祝祭日、12 月  日～1 月  日、8

月  日～  日、その他運営委員会が必要と認める休日 
時間外勤務 あり（保護者会、クラブ活動、研修会等） 
休暇 就業規則に定める年次有給休暇及び特別休暇 
賃金  

１  給料（月額・時間給）                           円 
２  支払日   毎月       日 
    ただし、時間外勤務手当については当月の月末勤務日で締

め、翌月の給料に合算して支払う。 
３  支払い時に控除する項目  雇用保険料本人負担分、所得税

４  通勤手当                                       円 
５  その他（            ）                         円 
 

その他 長期休暇期間中の勤務時間は運営委員会で別途定めます。 
労災保険、雇用保険に加入します。 
勤務中の傷害保険に加入します。 

 



 50

平成      年度                児童クラブ収支決算書 
 

収      入 支      出 
費 目 金 額（円） 費 目  金 額（円）   
委 託 料  給 料  
会 費  諸 手 当  
入 会 金  共 済 費  
寄 付 金  賃 金  
繰 越 金  福利厚生費  
雑 収 入  消 耗 品 費  
  備 品 費  
  光 熱 水 費  
  修 繕 費  
  会 議 費  
  役 務 費  
  通信運搬費  
  手 数 料  
  保 険 料  
  使用料及び賃借料  
  研 修 費  
  旅 費  
  活 動 費  
  負 担 金  
  繰 出 金  
  雑 費  
    
合 計  合 計  

 
差引残額                     円（次年度繰越金） 

≪監査報告≫ 
平成    年度会計決算について監査したところ、通帳、領収書、帳簿類など適正に処理

されていたので報告します。 
 
平成      年      月      日 

                                                児童クラブ 
 
監査                                  ㊞ 
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資料 8 市との契約で必要なもの 
 

 

 

 

・放課後児童健全育成事業（継続）認定申請書（様式） 

・委託契約書（様式） 

・行政財産使用許可申請（様式）：必要に応じて 

・学校施設使用許可（様式）：必要に応じて 

・事業実施計画・収支予算・在籍児童名簿・クラブの会則・雇用通知書

のそれぞれの写し 
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様式第１号（第７条関係） 
平成     年    月     日 

津山市長          殿 
 

申請者  住  所 
 

団体名 
 
代表者                                   ㊞ 

 
放課後児童健全育成事業（継続）認定申請書 

 
放課後児童健全育成事業の委託を受けたいので、津山市放課後児童健全育成事業実施要

綱第７条の規定により、下記のとおり（継続）認定を申請します。 
 

記 
１  団体の名称 
 
２  設置年月日    平成     年     月     日 
 
３  活動の拠点となる施設名及び所在地 
      施設名 
 
      所在地 
 
４  実施期間      平成     年     月     日から平成     年     月     日 
 
５  放課後児童指導員 

氏         名 年齢 資       格 住        所 備   考 
     

     

     

     
６  添付書類 
（１）事業実施計画書 
（２）対象児童名簿 
（３）収支予算書 
（４）社会福祉法人定款の写し又は運営委員会の名簿及び運営規則の写し
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放課後児童健全育成事業委託契約書 
 

津山市（以下「甲」という。）と             児童クラブ運営委員会（以下「乙」とい

う。）とは、津山市放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、次のとおり委託契約を締結

する。 
 

（委託） 
第 1 条  甲は次に掲げる放課後児童健全育成事業の運営を乙に委託し、乙はこれを受託 
するものとする。 
（１）放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する活動 
（２）遊びの活動への意欲及び態度の形成に資する活動 
（３）遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動 
（４）放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡活動 
（５）家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援活動 
（６）前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動 
 
（事業の実施） 
第２条  乙は別紙の放課後児童健全育成事業実施計画書に従い、事業の効果的かつ公正な

運営に努めるものとする。 
 
（委託期間） 
第３条  委託の期間は、平成  年  月  日から平成 19 年 3 月 31 日までとする。 
 
（実績報告書） 
第４条  乙は委託事業終了後 1 か月以内に実績報告書を作成し、甲に提出しなければなら

ない。 
２  甲は、必要があると認めるときは、事業の運営について乙に対して所要の報告を求め

ることができる。 
 
（委託料） 
第５条  甲は、第 1 条に規定する運営委託料として           円を乙に支払うものとする。 
２  甲は、乙の請求に基づいて、委託料を平成 18 年 4 月に          円を、平成 年  
月に           円を前金払いする。 
３  委託料は、委託期間中の在籍児童数の変動や岡山県市町村児童環境づくり基盤整備事

業費補助金交付要綱の改正などにより変更することができる。 
 




